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諮問庁：厚生労働大臣  

諮問日：平成２８年２月５日（平成２８年（行個）諮問第２０号） 

答申日：平成２８年７月１９日（平成２８年度（行個）答申第７４号） 

事件名：本人が行った労働者派遣法違反の申告に係る文書の一部開示決定に関

する件  

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「審査請求人が需給調整事業部に平成２６年特定月に労働者派遣法３４

条の件で申告した調査結果復命書一式。（派遣先：特定事業所 特定住所）

ただし，請求人が提出した文書は除く。」に記録された保有個人情報（以

下「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした

決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については，

別表の４欄に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，東

京労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年１０月２６日付け

東労発総個開第２７－４０２号により行った一部開示決定（以下「原処分」

という。）について，その取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

   私が初めて一人で東京労働局需給調整事業部を訪れたのは特定年月日

であった。その時面談した特定職員に平成２６年特定月日付けの「直接

雇用の指導・助言等に関する申告」に添付したのと同じ，業務内容一覧

表に基づき，１３年間実際にやってきた業務内容を細かく話した。特定

職員からは，「私のやってきたことは５号ＯＡクラークに該当しない可

能性が極めて高い」という説明があった。「５号ＯＡクラークと一般事

務のギリギリはどこの会社も同じで苦しい」という説明も合わせてあっ

た。私はその時初めて，自分のような一般職の常用代替が日常的に行わ

れていることを認識した。 

   特定年月末，派遣先であった特定事業所Ｂに対して損害賠償を求める

べく特定労働組合に加入した。特定労働組合の特定役職である組合Ａに
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私が実際にやってきた業務内容を細かく話すとやはり「期間制限違反で

あった可能性が高い」という説明であった（特定事業所Ａが作成した業

務内容一覧表は私が作成したエクセルの業務内容一覧表に基づく。）。 

   私自身も専門２６業務について説明されている文書の中の，５号ＯＡ

クラークの内容を読み返したところ，自分が１０年以上やってきた実際

の業務内容は事務の専門派遣からは大きく逸脱していたと認識した。 

   しかし，特定年月日に東京労働局需給調整事業部より電話による平成

２６年特定月日付けの「直接雇用の指導・助言等に関する申告書」に対

する回答は，「３４条については違反は確認できなかった。しかしその

他審査請求人が申告した内容については，審査請求人の話，特定事業所

Ａ，特定事業所Ｂから聴き取った内容から特定事業所Ｂと特定事業所Ａ

で連絡調整が不十分だったので是正指導することとなった」というもの

であった。実態とは大きくかけ離れた調査結果としか私は認識すること

はできない。開示された文書は肝心の調査内容等が全て黒く塗りつぶさ

れており，私はどんな調査が行われたのか全く確認することができない。

違法派遣ではなかった証拠を私が納得できるよう，十分に示していただ

きたい。 

（２）意見書 

私は派遣元移籍も含めて１３年間の長きにわたって就労した特定事業

所Ｂを事実上，「モノ扱い」＝使い捨て同然の形で，特定年月日付けで

契約終了となった。契約を打ち切ったのは書類上の雇用主であった特定

事業所Ａであったが，実際に仕掛けたのは，派遣先であった特定事業所

Ｂ特定部署のＡ部長（当時）であった。私の交代としてこっそり特定事

業所Ｃから派遣社員を呼び寄せ，仕事を教えさせてその人が当たりだっ

たら私の契約を打ち切ろうとしたという，私の人としての尊厳を傷つけ

るやり方であった。私が東京労働局需給調整事業部を訪れたことを特定

事業所Ａに告げると私の交代としてこっそり呼び寄せた派遣社員は私の

交代ではないという話が特定事業所Ｂと特定事業所Ａとの間で作られて

いき，最終的に「私の業務はなくなる」という現実とはかい離した契約

終了の理由を特定事業所Ａより告げられることとなった。 

派遣元移籍の経過と私が実際に行っていた業務内容及び雇止めに至る

経過については，添付資料①特定年月日付け特定労働委員会宛て陳述書

（添付省略）に詳細を記載している。私は特定事業所Ｂに対して損害賠

償を求めるため，契約打切りとなった特定年月に特定労働組合に加入し

た。特定労働組合に加入して特定事業所Ｂと特定事業所Ａ宛てに団体交

渉に応じるよう要求書を送付すると，特定事業所Ｂとは特定労働委員会

を舞台とした労働紛争に突入していかざるを得なかった。この陳述書は

一年余りの労働紛争の最終段階で，特定事業所Ｂに対する私の思いの丈
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をしたためたものである。特定労働組合の特定役職Ａが陳述書らしくフ

ォームを整えたが，全て私自身の言葉で書いたもので内容にうそ偽りは

ない。 

添付資料②から④の特定年月日付け特定事業所Ｂ特定部署Ａ部長（当

時）発信レターのレター３通（添付省略）に記載されている業務内容

（社員の稼働表・契約社員のタイムシートの代理入力及び申請，海外出

張中の社員の慶弔費等の立替え，契約社員・非常勤嘱託社員の通勤手当

申請書の代理作成）はいずれも派遣社員であった私が３年以上にわたっ

て実際に行っていた業務を今後は社員が自分でやるよう指示した内容で

ある。この３通のレターが配信された同日の午後は特定事業所Ａが私を

訪ねて来社する予定になっていた。私が交代の派遣社員をこっそり呼び

寄せた事実経過の説明を特定事業所Ａ経由で求めていたのに対して特定

事業所Ａが回答するためであった。特定事業所Ａから連絡を受けて，労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（以下「労働者派遣法」という。）に抵触していた可能性があることを

知らされたＡ部長が慌てて，事務の専門派遣を逸脱した業務を何年にも

わたって派遣社員に行わせてきた事実を隠蔽しようとしたものと私は受

け取っている。 

添付資料⑤特定年月日付け特定事業所Ｂ特定部署内配信メール（重

要：部会開催 派遣社員の扱いについて）（添付省略）は，「派遣社員の

仕事内容に関連して近く労働局立入り調査が入る可能性があるので是正

したい旨」記されている。このメールは私の雇止めの事実経過がコンプ

ライアンス違反に当たると認識していた特定部署（当時）の契約社員が

転送してくれたものである。特定年月に二度私が東京労働局需給調整事

業部を訪れたことを特定事業所Ａから知らされたＡ部長代理が慌ててＢ

部長代理（当時）に指示を出し，やはり事務の専門派遣を逸脱した業務

を派遣社員にやらせていた事実を隠蔽しようとしたことをうかがわせる

ものだと受け取ることができる。 

添付資料⑥特定年月「業務適正化プラン」に基づく業務仕訳の際の特

定事業所Ａとのメール交信記録（添付省略）は，事務の専門派遣を逸脱

して一般職の常用代替として多岐にわたって行っていた業務内容を無理

矢理事務の専門派遣にあてはめていった経過を物語っているものと思う。

実際には，特定年月日付けの「労働者派遣法第４８条に基づく直接雇用

の指導・助言等に関する申告書」及び特定年月日付け「陳述書」に記載

のとおり，その後も根本的な是正がなされることはなかった。特定事業

所Ａ作成業務内容確認シートは，特定労働組合の特定役職Ａが違法派遣

といっているのと同じだと指摘したものである。 

添付資料⑦特定年月日付け特定事業所Ｂ特定部Ｃ部長，ＣＣ Ｄ部長
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代理（当時）とのメールの交信記録（今後の雇用契約に付きまして）

（添付省略）は，父親が亡くなった後派遣の細切れ契約更新を続けてい

くことに将来への不安を感じた私が直接雇用の可能性について尋ねたも

のである。業務内容について深く言及しているものではないが参照して

いただきたいと思う。 

最後の添付資料⑧特定年月日付け特定事業所Ｂ特定役職発信レター

（労働者派遣法の遵守について）（添付省略）は特定労働局から是正指

導がなされたことが記載されている。人件費削減のために特定事業所Ｂ

は特定年頃から一般職の常用代替として事務の専門派遣偽装を行ってい

た。私は「陳述書」に記載のとおり，特定事業所Ａを派遣元とした登録

型派遣社員としては特定年月から特定年月まで就労し続けた。特定年月

に特定労働局から派遣受入に関して是正指導が出され，会社として違法

行為であることを認識していたにも関わらず，特定事業所Ｂは私が登録

型派遣であることを見過ごし，一般職の常用代替として使い続けたこと

を示すものではないか。 

理由書を読んで特定事業所Ｂがどんな書類を提出したかある程度は察

しがつく。「請求人以外の特定の個人を識別することができる職氏名が

含まれており，特定の個人を識別できるもの」とは，外注付託書類（日

本人・外国人共に），分担金通知書，進捗予実システム表を指すものと

思う。私が何年にもわたって作成し続けた膨大な量の書類の一部である。

誰よりも私自身が一番よくわかっている。特定事業所Ｂには私が作成し

たこれらの書類や証拠としたメールがファイルされているはずである。

サーバーには膨大な数の電子ファイルも残っているはずである。 

最も違法派遣だった実態を物語っているはずの，私と社員との膨大な

量のメールの交信記録は特定事業所Ｂより提出されたのか。健康診断・

人間ドックの予約願い，荷物が来るので受け取って，こんな荷物がいつ

いつ届くから受け取ったら送って，誰それさんが来たら渡して・・・

等々数限りなくあったが，個々の社員の協力がなければ無理なことなの

で提出されなかったものと推測するしかない。私が一番後悔しているこ

との一つは忙しすぎて業務日誌をつけておかなかったことである。出社

してから退社するまでどんなことやったか，全部細かく記録しておけば

良かったと悔やまれる。受電，コピー・スキャン，お使い，お茶出し，

年配社員へのパソコン操作説明，海外出張から帰ってきた社員のパソコ

ンのウイルスチェック，健康診断の予約，航空券の手配，国際輸送，空

港へ送る荷物の手配，郵便物配布，文書回覧，部署のオフィシャルメー

ルの送受信，歓送迎会のためのケータリング等手配，プロジェクターの

準備等々，海外部門で働いていたので書類作成と同時に数え切れないぐ

らいの隙間業務を数年にわたりやっていた。それを説明するためには記
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録しかないが，忙しすぎてそんな余裕は全くなかった。日々のメールを

全部印刷すると余りに膨大な量でとても無理であったが，一部でもハー

ドコピーを残しておかなかったことも今も深く後悔している。 

どれほど自分は社員と同じように仕事をしていた，いや社員以上に働

いてきたと叫んでも，証拠が自分の手元になければ，「それはあなたの

自負に過ぎない」で終わりである。すでに派遣先を去っていれば，その

証拠を手に入れる手立ては労働者にはない。労働局の仕組みはどこまで

行ってもスルスルで労働者にとって残酷としか言いようがない。行政は

公平な立場であると需給調整事業部を訪問したときに聞かされたが，そ

もそもの立ち位置が特定事業所Ｂという巨大組織と私という一個人とで

は公平ではない。手元にある情報量をはじめとして，弁護士を頼む資金

力においても圧倒的に差があり，一個人である私はあまりに無力である。

違法派遣を物語っているはずのメールの交信記録や証拠は全て特定事業

所Ｂにあり，パソコンは特定事業所Ｂから支給されたものであり私の手

元には何もない。その私が事務の派遣を逸脱していた実態の根拠となる

証拠を提示することなど困難であるのは当然である。これらのものを特

定事業所Ｂが東京労働局に提出しないとしても私はなすすべがない。労

働行政のいう「公平」とはなにか。 

特定労働組合で申立てをした特定労働委員会と私個人で申立てをした

東京労働局が横でつながり，会社をあげて人件費削減のために一般職の

常用代替として派遣を使っていた特定事業所Ｂの違法行為を労働行政と

してあぶり出すことはできなかったのか，今も私の中で大きな疑問がく

すぶり続けている。特定年月に，初めて需給調整事業部を訪ねた時面談

した職員に「労働局で労働者を守ることはできない」と言われたが，本

当にそのとおりであった。労働者の雇用の確保，あるいは金銭的補償の

どちらにもつながらない労働局の調査は，そもそも何のために，誰のた

めにあるのか，さっぱりわからないと感じている。労働行政そのものの

あり方を問いかけたいと思う。 

特定年月初旬に早く結果を出してほしいとプレッシャーをかけるため

に，特定労働組合の特定役職Ａと需給調整事業部に出向いた時，担当の

職員から，調査結果が労働委員会の流れに何か影響してくるのかと問わ

れた。特定役職Ａが，特定事業所Ｂと和解するための追い風としたいと

説明した。その時私は実際にやっていた業務内容をかなり細かく説明し

た。「あれだけの内容を伝えれば違法派遣と出ると思うけれど，今は是

正しているという結果が出ることを心配している」というのか特定役職

Ａの見通しであったが，違法派遣という結果は出なかった。 

「理由説明書」の中に「これらの情報には，特定事業所が労働局との

信頼関係を前提として，労働局に対して誠実に特定事業所の実態等を明
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らかにした情報も記載されている。これらの情報が開示された場合には，

特定事業所はもとより他の事業所との信頼関係についても失われ，今後，

事業主からの関係書類の提出や情報提供にも支障が生じるおそれがある。

また，関係書類の隠匿を行うなど，国の機関が行う検査・指導に係る事

務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれがある。」とあるが納

得できない。事業所が信頼関係を前提として労働局に誠実に実態を明ら

かにしたものであれば，開示されることにより事業所になんらかの不利

益が生じることを労働局が心配する必要などないのではないか。そもそ

も開示されても事業所に不利益が生じることなどないはずである。違法

派遣はなかったと労働局が認定したのであるから，それらの情報は事業

所が労働者派遣法を遵守し，適正に派遣労働者を使い続けてきたことを

示すものであるはずで，むしろ積極的に，正々堂々と開示されるべきで

はないか。それとも労働局の調査が公平に行われなかったことをうかが

わせる情報が記載されているので，開示しては不都合が生じるというこ

となのか。文面の裏にはその様な言葉が隠れていると受け取れる。 

労働局の調査が公平に行われたものなのかを確認したくて東京労働局

に対して是正指導文書の開示請求を行ったところ，肝腎なところは全部

黒く塗りつぶされた文書が出てきた。これはまるで東京労働局が特定事

業所Ｂをかばい，特定事業所Ｂの違法派遣を合法と認定したのも同然で

はないか。私はどんな調査が行われたのか知ることさえできない。労働

局はどこまで行っても事業主寄りで，労働者の知る権利さえ奪っている

としか思えない。労働局は，労働者のためではなく事業主のためにある

のだということがよくわかった。特定労働組合に加入して損害賠償を求

めると争いとなってしまい，派遣先の弁護士によって踏みにじられた１

３年間の足跡と「モノ扱い」を，さらに労働局によって踏みにじられ追

認されたような思いがする。非常に残念である。 

労働者派遣法の当初の理念は一般職の常用代替防止であったはずであ

る。昭和６１年，男女雇用機会均等法と前後して成立した労働者派遣法

では，派遣はあくまでも「一時的・臨時的」な働き方のはずであった。

派遣が当初の理念どおりであるなら，私のように同じ派遣先で１０年以

上働く人など出現しないはずであるが，規制緩和が進みタテマエとは裏

腹に特定事業所Ｂのような，経費節減のために事務の専門派遣を装った

偽装派遣がまん延してしまった。その実態に労働行政としてメスを入れ

ることのないまま，平成２７年９月１１日労働者派遣法改正が可決成立

した。業務区分がなくなったことにより私のような事務の専門派遣を装

った偽装派遣は，違法派遣ではなくなってしまった。法改正でもタテマ

エは派遣は「一時的・臨時的」な働き方といっているが，業務区分を取

り払ったのであるから，事実上禁止業務以外何でも有だと思う。一般職
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の常用代替として働いてきた派遣労働者の多くは女性である。規制緩和

を進めてきた果てに，一般職の常用代替防止という理念を日本が完全に

捨て去ったことは，「女性の活躍推進」をうたう政権の方針と相反する

ものであり，非常に残念である。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，法１４条２号，３号イ及びロ並びに７号イに該当

するとして不開示とした情報のうち，下記２（３）に掲げる部分について

は新たに開示することとするが，その余の部分については，原処分を維持

して不開示とすることが妥当であると考える。 

２ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，労働者派遣法４９条の３に基づき，請求人

が行った申告及びその処理に係る文書で，別表に掲げる文書番号１ない

し１６の文書（以下「対象文書」という。）である。 

 （２）不開示情報該当性について 

ア 法１４条２号 

別表に掲げる対象文書３の②，③，４，５，８，１３及び１５の

不開示を維持する部分には，請求人以外の特定の個人を識別するこ

とができる職氏名が含まれており，当該部分は，請求人以外の個人

に関する情報であって，請求人以外の特定の個人を識別することが

できるものであることから，法１４条２号本文に該当し，かつ同号

ただし書イないしハのいずれにも該当しないため，原処分を維持し

て不開示とすることが妥当である。 

イ 法１４条３号イ 

別表に掲げる対象文書３ないし１６の不開示を維持する部分には，

調査対象事業所（以下「特定事業所」という。）に関する情報及び特

定事業所に対する労働局の対応に関する情報が含まれており，これ

らの情報が開示された場合，当該特定事業所の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４条３号イ

に該当するため，不開示とすることが妥当である。 

ウ 法１４条３号ロ 

別表に掲げる対象文書５，６及び８の不開示を維持する部分には，

東京労働局の要請を受けて，特定事業所から東京労働局に対して，

開示しないとの条件で任意に提供されたものであって，特定事業所

における通例として開示しないこととされている情報が記載されて

おり，これらの情報は，法１４条３号ロに該当するため，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 
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エ 法１４条７号イ 

別表に掲げる対象文書３の①及び②，６，７，１３並びに１５の不

開示を維持する部分には，特定事業所の調査対象者から聴取した内

容，調査において特定事業所が明らかにした実態，請求人からの申

告に係る労働局の調査結果及び対応方針等が記録されており，これ

らの情報は，労働局の指導監督により明らかとなった具体的な記述

であり，これらの情報が開示されると，国の機関が行う検査・指導

に関する事情聴取，実態確認のために必要な資料等の調査手法・実

施状況等が明らかになるおそれがあり，それらを基に，今後，当該

事業主以外の調査対象となる事業主が法令違反の隠匿を行うなど，

国の機関が行う検査・指導に係る事務に関し，違法若しくは不当な

行為を容易にし，又はその発見を困難にするおそれがある。 

また，これらの情報には，特定事業所が労働局との信頼関係を前提

として，労働局に対して誠実に特定事業所の実態等を明らかにした

情報も記載されている。これらの情報が開示された場合には，特定

事業所はもとより他の事業所との信頼関係についても失われ，今後，

事業主からの関係書類の提出や情報提供にも支障が生じるおそれが

ある。また，関係書類の隠匿を行うなど，国の機関が行う検査・指

導に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれがある。 

したがって，これらの情報は，法１４条７号イに該当するため，原

処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（３）新たに開示する部分について 

別表の２欄に掲げる対象文書１，２，３，９，１１及び１４の新たに

開示する部分については，法１４条各号に定める不開示情報に該当しな

いことから，新たに開示することとする。 

（４）請求人の主張について 

請求人は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「調査内容等

が全て黒く塗りつぶされており，私はどんな調査が行われたのか全く確

認することができません。」等と主張してその開示を求めているが，上

記２（２）で述べたとおり，法１２条に基づく開示請求に対しては，開

示請求対象保有個人情報ごとに法１４条各号に基づいて開示・不開示の

判断をしているものであり，請求人の主張は，本件対象保有個人情報の

開示決定の結論に影響を及ぼすものではない。 

３ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分において不開

示とした部分のうち，上記２（３）に掲げる部分を新たに開示することと

するが，その余の部分は原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 
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   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年２月５日    諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年３月２日       審議 

④ 同月２２日        審査請求人から意見書及び資料を収受 

⑤  同年６月１６日      委員の交代に伴う所要の手続の実施，

本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑥ 同年７月１４日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「審査請求人が需給調整事業部に平成２６年

特定月に労働者派遣法３４条の件で申告した調査結果復命書一式。（派遣

先：特定事業所 特定住所）ただし，請求人が提出した文書は除く。」に

記録された保有個人情報であり，具体的には，別表の１欄に掲げる文書１

ないし文書１６に記録された保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及びロ並びに７号柱書き及びイに該当するとして，不開示とする原処分

を行った。 

審査請求人は，不開示とされた部分の開示を求めているところ，諮問庁

は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分のうち，別表の２欄に掲げ

る部分を新たに開示することとするが，別表の３欄に掲げる情報について

は，法１４条２号，３号イ及びロ並びに７号イに該当するため，なお不開

示とすべきとしている。 

   このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検

討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

（１）別表に掲げる文書３（担当者が作成した文書（その１））の不開示部

分について 

  ア ９頁及び１０頁には，担当官の意見等が記載されている。 

（ア）９頁の２６行目１０文字目ないし２７行目，２９行目１３文字目

ないし２５文字目，３０行目３５文字目ないし３２行目２文字目，

１０頁の１行目ないし２行目３０文字目及び５行目３２文字目ない

し６行目は，審査請求書の記載内容から推認できる情報であり，こ

れを開示しても，当該事業所の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるとは認められず，国の機関が行う検査・指

導に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違

法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にする
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おそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イ及び７号イのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 

（イ）９頁及び１０頁のその余の部分には，担当官が特定事業所から聴

取した内容等が記載されており，審査請求人が知り得る情報である

とは認められず，これを開示すると，国の機関が行う検査・指導に

係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそ

れがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条３号イ

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

イ １１頁には，担当官が特定事業所から聴取した内容等が記載され

ている。 

（ア）１１頁の１行目及び４行目１文字目ないし３文字目は，原処分

で開示されている情報から推認できる内容であり，審査請求人以

外の特定の個人を識別できる情報ではなく，かつ，これを開示し

ても，審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあると

は認められない。また，同様の理由により，これを開示しても，

当該事業所の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるとは認められず，国の機関が行う検査・指導に係る事務

に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは

不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれが

あるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号，３号イ及び７号イのい

ずれにも該当せず，開示すべきである。 

（イ）１１頁の４行目４文字目ないし６行目は，被聴取者の職氏名が

記載されており，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以

外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することがで

きるものに該当するが，同号ただし書イないしハのいずれにも該

当する事情は認められず，当該部分は個人識別部分であることか

ら，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イ及

び７号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

（ウ）１１頁のその余の部分は，担当官が特定事業所から聴取した内容

等が記載されており，上記ア（イ）と同様の理由により，法１４条

７号イに該当し，同条２号及び３号イについて判断するまでもなく，

不開示とすることが妥当である。 
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ウ １２頁ないし１４頁には，担当官が特定事業所から聴取した内容等

が記載されており，上記ア（イ）と同様の理由により，法１４条７号

イに該当し，同条３号イについて判断するまでもなく，不開示とする

ことが妥当である。 

エ １５頁には，担当官が特定事業所から聴取した内容等が記載され

ている。 

（ア）１５頁の１行目，３行目，４行目１文字目ないし３文字目，８

行目ないし１３行目，１９行目，２２行目及び２３行目は，担当

官が特定事業所から聴取した内容が記載されており，原処分で開

示されている情報から推認できる内容であり，審査請求人以外の

特定の個人を識別できる情報ではなく，かつ，これを開示しても，

審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるとは認め

られない。また，同様の理由により，これを開示しても，当該事

業所の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号及び３号イのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

（イ）１５頁の４行目４文字目ないし７行目は，被聴取者の職氏名が記

載されており，上記イ（イ）と同様の理由により，法１４条２号に

該当し，同条３号イについて判断するまでもなく，不開示とするこ

とが妥当である。     

（ウ）１５頁のその余の部分は，調査対象事業所の雇用管理等に関する

情報が記載されており，審査請求人が知り得る情報であるとは認め

られず，これを開示すると，当該事業所の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同条２号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）別表に掲げる文書４（特定事業所Ｂが提出した資料）の不開示部分に

ついて 

   当該部分には，当該事業所の雇用管理に関する内部情報が記載されて

おり，上記（１）エ（ウ）と同様の理由により，法１４条３号イに該当

し，同条２号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

（３）別表に掲げる文書５（特定事業所Ａが提出した資料）の不開示部分に

ついて 

   当該部分には，当該事業所の雇用管理に関する内部情報が記載されて

おり，上記（１）エ（ウ）と同様の理由により，法１４条３号イに該当

し，同条２号及び３号ロについて判断するまでもなく，不開示とするこ
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とが妥当である。 

（４）別表に掲げる文書６（担当者が作成した文書（その２））の不開示部

分について 

   当該部分は，担当官が聴取した内容等の調査結果を取りまとめたもの

であり，上記（１）ア（イ）と同様の理由により，法１４条７号イに該

当し，同条３号イ及びロについて判断するまでもなく，不開示とするこ

とが妥当である。 

（５）別表に掲げる文書７（担当者が作成した文書（その３））の不開示部

分について 

当該部分には，担当官が聴取した内容等の調査結果を踏まえた労働局

の対応が記載されており，上記（１）ア（イ）と同様の理由により，法

１４条７号イに該当し，同条３号イについて判断するまでもなく，不開

示とすることが妥当である。 

（６）別表に掲げる文書８（特定事業所Ａが提出した資料）の不開示部分に

ついて 

ア ３７頁，３８頁，４５頁，４６頁，５３頁，５４頁，６１頁，６２

頁，６９頁，７０頁，７７頁，７８頁，８５頁，８６頁，９３頁，９

４頁，１０３頁，１０４頁，１１１頁，１１２頁，１１９頁，１２０

頁，１２７頁，１２８頁，１３５頁，１３６頁，１４３頁，１４４頁，

１５１頁，１５２頁，１５９頁，１６０頁，１６７頁，１６８頁，１

７５頁，１７６頁，１８３頁，１８４頁，１９１頁，１９２頁，１９

９頁，２００頁，２０７頁，２０８頁，２１５頁，２１６頁，２２３

頁，２２４頁，２３１頁，２３２頁，２３９頁，２４０頁，２４８頁，

２４９頁，２５６頁，２５７頁，２６４頁，２６５頁，２７２頁，２

７３頁，２８０頁，２８１頁，２８８頁，２８９頁，２９６頁，２９

７頁，３０６頁，３０７頁，３１４頁，３１５頁，３２２頁，３２３

頁，３３０頁，３３１頁，３３８頁，３３９頁，３４６頁，３４７頁，

３５４頁，３５５頁，３６２頁，３６３頁，３７０頁，３７１頁，３

７８頁，３７９頁，３８６頁，３８７頁，３９４頁，３９５頁，４０

２頁，４０３頁，４１０頁，４１１頁，４１８頁，４１９頁，４２６

頁，４２７頁，４３４頁，４３５頁，４４２頁，４４３頁，４５０頁，

４５１頁，４５８頁，４５９頁，４６６頁，４６７頁，４７４頁，４

７５頁，４８２頁，４８３頁，４９０頁，４９１頁，４９８頁，４９

９頁，５０６頁，５０７頁，５１４頁，５１５頁，５２２頁，５２３

頁，５３０頁，５３１頁，５３８頁及び５３９頁は，審査請求人の就

業条件明示書（兼）派遣労働者雇入通知書である。当該文書は，労働

局が本件申告内容を確認する上で必要不可欠な文書であることから，

労働局が特定事業所から当該文書を収集したことは，おのずと明らか
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になると認められ，加えて，当該文書は，審査請求人に通知された文

書であることから，当該文書に記載された情報は，審査請求人が知り

得る情報であると認められる。 

当該部分には，審査請求人以外の第三者の職氏名が記載されており，

法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情

報であって，特定の個人を識別することができるものに該当するが，

審査請求人が知り得る情報であると認められ，同号ただし書きイに

該当する。また，これを開示しても，当該事業所の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず，審査

請求人に開示しないという条件を付すことが，当該情報の性質，当

時の状況等に照らして合理的であるとも認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号ただし書イに該当し，３号

イ及びロのいずれにも該当するとは認められないことから，開示す

べきである。 

イ その余の部分は，当該事業所の雇用管理に関する内部情報であり，

上記（１）エ（ウ）と同様の理由により，法１４条３号イに該当し，

同条２号及び３号ロについて判断するまでもなく，不開示とすること

が妥当である。 

（７）別表に掲げる文書９（担当者が作成した文書（その４）），文書１１

（担当者が作成した文書（その５））及び文書１４（担当者が作成した

文書（その７））の不開示部分について 

ア ６７５頁の２行目３文字目ないし１０文字目，６７８頁の２行目３

文字目ないし１０文字目及び６８２頁の２行目１１文字目ないし１８

文字目は，労働局内の対応が記載されており，これを開示しても，当

該事業所の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当せず，開示すべき

である。 

イ その余の部分には，労働局と特定事業所とのやり取りに係る部内報

告が記載されており，上記（１）エ（ウ）と同様の理由により，法１

４条３号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 

（８）別表に掲げる文書１０（特定事業所Ａが提出した報告），文書１２

（特定事業所Ｂが提出した報告）及び文書１６（特定事業所Ａが提出し

た報告）の不開示部分について 

当該部分は，労働局の対応に対する特定事業所の内部情報に係る報告

であり，上記（１）エ（ウ）と同様の理由により，法１４条３号イに該

当し，不開示とすることが妥当である。 

（９）別表に掲げる文書１３（担当者が作成した文書（その６））及び文書
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１５（担当者が作成した文書（その８））の不開示部分について 

当該部分は，調査結果を踏まえた労働局の対応が記載されており，審

査請求人が知り得る情報であるとは認められず，上記（１）ア（イ）と

同様の理由により，法１４条７号イに該当し，同条２号及び３号イにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及びロ並びに７号柱書き及びイに該当するとして不開示とした

決定については，諮問庁が同条２号，３号イ及びロ並びに７号イに該当す

るとしてなお不開示とすべきとしている部分のうち，別表の４欄に掲げる

部分は同条２号，３号イ及びロ並びに７号イのいずれにも該当せず，開示

すべきであるが，その余の部分は，同条２号，３号イ及び７号イに該当す

ると認められるので，同条３号ロについて判断するまでもなく，不開示と

することは妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表 

１ 対象文書名及び

頁 

２ 新たに

開示する

部分 

３ 不開示を維持す

る部分 

４ 開示すべき部分 

番号 文書名 通頁 該当箇所 該当箇所 

根拠

条文 

（法

１４

条） 

１ 

申告事

案調書 

１～

３ 

１頁「処理

計画欄」の

不開示部分 

なし － －  

２ 

苦情相

談記録

票 

４～

６ 

４頁「処理

計画（てん

末）欄」及

び「枠外」

の不開示部

分 

なし － － 

３ 

担当者

が作成

した文

書（そ

の１） 

７～ 

１５ 

７頁「欄

外」欄の不

開示部分，

９頁の５行

目，９行

目，１３行

目及び１５

行目 

① ９頁の６

行目ない

し８行

目，１０

行目，１

１行目及

び１６行

目以降 

１０頁，

１２頁な

いし１４

頁の全文

書 

３号

イ 

７号

イ 

９頁の２６行目１０文

字目ないし２７行目，

２９行目１３文字目な

いし２５文字目，３０

行目３５文字目ないし

３２行目２文字目，１

０頁の１行目ないし２

行目３０文字目及び５

行目３２文字目ないし

６行目 

② １１頁の

全文書 

２号 

３号

イ 

７号

イ 

１１頁の１行目及び４

行目１文字目ないし３

文字目 
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③ １５頁の

全文書 

２号 

３号

イ 

１５頁の１行目，３行

目，４行目１文字目な

いし３文字目，８行目

ないし１３行目，１９

行目，２２行目及び２

３行目 

４ 

特定事

業所Ｂ

が提出

した資

料 

１６

～１

７ 

なし 全部不開示

を維持 

２号 

３号

イ 

なし  

５ 

特定事

業所Ａ

が提出

した資

料 

１８

～２

２ 

なし 全部不開示

を維持 

２号 

３号

イ，

ロ 

なし 

６ 

担当者

が作成

した文

書（そ

の２） 

２３

～２

６ 

なし 全部不開示

を維持 

３号

イ，

ロ 

７号

イ 

なし 

７ 

担当者

が作成

した文

書（そ

の３） 

２７

～３

０ 

なし 全部不開示

を維持 

３号

イ 

７号

イ 

なし 

８ 

特定事

業所Ａ

が提出

した資

料 

３１

～ 

６７

３ 

なし 全部不開示

を維持 

２号 

３号

イ，

ロ 

３７頁，３８頁，４５

頁，４６頁，５３頁，

５４頁，６１頁，６２

頁，６９頁，７０頁，

７７頁，７８頁，８５

頁，８６頁，９３頁，

９４頁，１０３頁，１

０４頁，１１１頁，１
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１２頁，１１９頁，１

２０頁，１２７頁，１

２８頁，１３５頁，１

３６頁，１４３頁，１

４４頁，１５１頁，１

５２頁，１５９頁，１

６０頁，１６７頁，１

６８頁，１７５頁，１

７６頁，１８３頁，１

８４頁，１９１頁，１

９２頁，１９９頁，２

００頁，２０７頁，２

０８頁，２１５頁，２

１６頁，２２３頁，２

２４頁，２３１頁，２

３２頁，２３９頁，２

４０頁，２４８頁，２

４９頁，２５６頁，２

５７頁，２６４頁，２

６５頁，２７２頁，２

７３頁，２８０頁，２

８１頁，２８８頁，２

８９頁，２９６頁，２

９７頁，３０６頁，３

０７頁，３１４頁，３

１５頁，３２２頁，３

２３頁，３３０頁，３

３１頁，３３８頁，３

３９頁，３４６頁，３

４７頁，３５４頁，３

５５頁，３６２頁，３

６３頁，３７０頁，３

７１頁，３７８頁，３

７９頁，３８６頁，３

８７頁，３９４頁，３

９５頁，４０２頁，４

０３頁，４１０頁，４

１１頁，４１８頁，４
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１９頁，４２６頁，４

２７頁，４３４頁，４

３５頁，４４２頁，４

４３頁，４５０頁，４

５１頁，４５８頁，４

５９頁，４６６頁，４

６７頁，４７４頁，４

７５頁，４８２頁，４

８３頁，４９０頁，４

９１頁，４９８頁，４

９９頁，５０６頁，５

０７頁，５１４頁，５

１５頁，５２２頁，５

２３頁，５３０頁，５

３１頁，５３８頁及び

５３９頁 

９ 

担当者

が作成

した文

書（そ

の４） 

６７

４～ 

６７

５ 

６７５頁枠

内の４行目

ないし６行

目 

６７４頁

「標題」の

１文字目な

いし４文字

目及び８文

字目ないし

１７文字目 

６７５頁枠

内の１行

目，２行

目，７行目

及び８行目 

３号

イ 

６７５頁の２行目３文

字目ないし１０文字目  

１０ 

特定事

業所Ａ

が提出

した報

告 

６７

６ 

なし 全部不開示

を維持 

３号

イ 

なし 

１１ 

担当者

が作成

した文

書（そ

の５） 

６７

７～ 

６７

８ 

６７８頁の

４行目，５

行目 

６７７頁

「標題」の

１文字目な

いし４文字

目及び８文

３号

イ 

６７８頁の２行目３文

字目ないし１０文字目 
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字目ないし

１７文字目 

６７８頁の

１行目，２

行目 

１２ 

特定事

業所Ｂ

が提出

した報

告 

６７

９ 

なし 全部不開示

を維持 

３号

イ 

なし 

１３ 

担当者

が作成

した文

書（そ

の６） 

６８

０ 

なし 全部不開示

を維持 

２号 

３号

イ 

７号

イ 

なし 

１４ 

担当者

が作成

した文

書（そ

の７） 

６８

１～

６８

２ 

６８２頁枠

内の６行目

ないし９行

目 

６８１頁

「標題」の

１文字目な

いし４文字

目及び８文

字目ないし

１７文字目 

６８２頁枠

内の１行目

ないし３行

目，１０行

目ないし１

２行目 

３号

イ 

６８２頁の２行目１１

文字目ないし１８文字

目  

１５ 

担当者

が作成

した文

書（そ

の８） 

６８

３ 

なし 全部不開示

を維持 

２号 

３号

イ 

７号

イ 

なし 

 

１６ 

特定事

業所Ａ

が提出

した報

告 

６８

４～ 

６８

５ 

なし 全部不開示

を維持 

３号

イ 

なし 
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 ※ 対象文書には頁番号は付番されていないが，文書番号１ないし文書番号１６

の１枚目ないし６８５枚目に１頁ないし６８５頁と付番したものを「頁」と

して記載している。 

 




